
令和８年度
れいわ ねん ど

障がい者を対象とした
しょう しゃ たいしょう

徳島県会計年度任用職員募集案内
とくしまけん かいけい ねんど にんよう しょくいん ぼしゅう あんない

徳島県では、「 障害者 の雇用の促進等に関する法律」の趣旨に基づき、 障
とくしまけん しょうがいしゃ こよう そくしんとう かん ほうりつ しゅし もと しょう

がい者の雇用の促進を図ることを目的として、県の関係機関において、令和８
しゃ こよう そくしん はか もくてき けん かんけいきかん れいわ

年度に業務（一般的な事務補助又は作業補助）に従事する会計年度任用 職員
ねんど ぎょうむ いっぱんてき じむ ほじょまた さぎょうほじょ じゅうじ かいけいねんどにんようしょくいん

（補助業務）を募集します。
ほじょぎょうむ ぼしゅう

受 付 期 間 令和８年１月１６日（金）まで
うけつけきかん れいわ ねん がつ にち きん

面接実施日 令和８年２月７日（土）
めんせつ じっしび れいわ ねん がつ にち ど

■「電子 申請 」を 推奨 しますが、「 郵便 申請 」でも 申込 みできます。
でんししんせい すいしょう ゆうびんしんせい もうしこ

■ 郵便 申請 については、１月１６日（金）までの 消印 があるものに限り受け付け
ゆうびんしんせい がつ にち きん けしいん かぎ う つ

ます。

■持参による 申込 み及び 受付期間 経過後の 申込 みは、 一切 受け付けません。
じさん もうしこ およ うけつけきかんけいか ご もうしこ いっさい う つ

１ 応募資格
おうぼ しかく

（１）次に掲げる手帳等の交付を受けている必要があります。
つぎ かか てちょうとう こうふ う ひつよう

（ア）身体 障害者 手帳 又は都道府県知事の定める医師（以下「指定医」とい
しんたいしょうがいしゃてちょうまた とどうふけん ちじ さだ いし いか していい

う。）若しくは 産業 医による 障害者 の雇用の促進 等に関する法律 別表 に
も さんぎょう い しょうがいしゃ こよう そくしんとう かん ほうりつべっぴょう

掲げる身体 障 がいを有する旨の 診断書 ・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、
かか しんたいしょう ゆう むね しんだんしょ いけんしょ しんぞう ぞう こきゅうき

ぼうこう若しくは 直腸 、 小腸 、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫 又は
も ちょくちょう しょうちょう めんえきふぜん めんえきまた

肝臓の機能の 障 がいについては、指定医によるものに限る。）
かんぞう きのう しょう していい かぎ

（イ）都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する 療育 手帳又は児童
とどうふけん ちじ も せいれいしてい とし しちょう こうふ りょういくてちょうまた じどう

相談所、知的 障害者 更生 相談所、精神保健福祉センター、精神保健
そうだんしょ ちてきしょうがいしゃこうせいそうだんしょ せいしんほけん ふくし せいしんほけん

指定医若しくは 障害者 職業 センターによる知的 障 がい者であることの
していい も しょうがいしゃしょくぎょう ちてきしょう しゃ

判定書
はんていしょ

（ウ）精神 障害者 保健福祉手帳
せいしんしょうがいしゃほけん ふくしてちょう

※手帳等は受験 申込日 及び受験日当日において有効であることが必要です。
てちょうとう じゅけんもうしこみびおよ じゅけんびとうじつ ゆうこう ひつよう



（２）地方公務員法第１６ 条 各号のいずれかに該当する者は、応募できません。
ちほうこうむいんほうだい じょうかくごう がいとう もの おうぼ

（地方公務員法第１６ 条 各号に該当する者）
ち ほうこう む いんほうだい じょうかくごう がいとう もの

１ 拘禁刑以 上 の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受
こうきんけい い じょう けい しょ しっこう お また しっこう う

けることがなくなるまでの者
もの

２ 徳島県において 懲 戒免 職 の処分を受け、当該処分の日から２年を
とくしまけん ちょうかいめんしょく しょぶん う とうがいしょぶん ひ ねん

経過しない者
けい か もの

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の 職 にあって、地方公務員法
じん じ い いんかいまた こうへい い いんかい い いん しょく ち ほうこう む いんほう

第６０ 条 から第６３ 条 までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
だい じょう だい じょう き てい つみ おか けい しょ もの

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した
に ほんこくけんほう し こう ひ い ご に ほんこくけんぽうまた した せいりつ

政府を暴 力 で破壊することを主 張 する政党その他の団体を結成し、又
せい ふ ぼうりょく は かい しゅちょう せいとう た だんたい けっせい また

はこれに加 入 した者
か にゅう もの

２ 身分及び業務 内容
みぶんおよ ぎょうむないよう

地方公務員法第２２ 条 の２に規定する会計年度任用 職員 として、一般的な
ちほうこうむいんほうだい じょう きてい かいけいねんどにんようしょくいん いっぱんてき

事務補助（文書整理・データ 集計 等）又は作業補助に従事していただきます。
じむ ほじょ ぶんしょせいり しゅうけいとう また さぎょうほじょ じゅうじ

具体的な業務 内容は勤務場所によって異なります。
ぐたいてき ぎょうむないよう きんむ ばしょ こと

３ 任用期間
にんようきかん

原則令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
げんそくれい わ ねん がつ にち れい わ ねん がつ にち

※任用後、原則として１月間は 条件付採用 期間です。
にんよう ご げんそく つきかん じょうけんつきさいようきかん

※令和９年３月３１日の期間 満了 後については、勤務成績が 良好 で一定
れい わ ねん にち きかんまんりょう ご きんむせいせき りょうこう いってい

条件 を満たした場合、公募による面接審査を経ずに再度任用される場合が
じょうけん み ばあい こう ぼ めんせつしん さ へ さい ど にんよう ばあい

あります。ただし、フルタイム任用の場合で２回（連続する３会計年度）、
にんよう ばあい かい れんぞく かいけいねんど

パートタイム任用の場合で４回（連続する５会計年度）に限ります。
にんよう ばあい かい れんぞく かいけいねんど かぎ

４ 勤務 条件 等
きんむじょうけんとう

「フルタイム任用」と「パートタイム任用」により異なります。フルタイム、パ
にんよう にんよう こと

ートタイムの希望は、申込時に選択していただきます。
きぼう もうしこみじ せんたく

（１）フルタイム任用
にんよう

勤務場所 県 の 関係 機関（ 万代 庁舎 、東部 各局 、 各総合 県民局 など）
きんむばしょ けん かんけいきかん ばんだいちょうしゃ とうぶかっきょく かくそうごうけんみんきょく

所 定 労 原則 週 ５日
しょていろう げんそくしゅう か

働 日 数
どうにっすう

勤務時間 原則 として８時３０ 分 から１７時１５ 分 までの７時間４５ 分 （ 休憩 時間６０ 分 ）
きんむじかん げんそく じ ぷん じ ふん じかん ふん きゅうけいじかん ぷん

※ 原則 、 超過 勤務なし。
げんそく ちょうかきんむ

休 日 土曜日、 日曜日 、 祝日 及 び 年末 年始（１２ 月 ２９ 日 から 翌年 １ 月 ３ 日 まで）
きゅうじつ どようび にちようび しゅくじつおよ ねんまつねんし がつ にち よくねん がつ にち

休 暇 年次有 給 休 暇（任 用期間に応じて付与）、産 前 産後 休 暇、育児時
きゅう か ねんじゆうきゅうきゅうか にんようきかん おう ふ よ さんぜんさんごきゅうか いくじ じ

間 休 暇、生理 休 暇、子の看護 休 暇 等
かんきゅうか せいりきゅうか こ かんごきゅうか とう

給 料 月額 １８６，６００ 円 程 度（地域 手当 含 む）
きゅうりょう げつがく えんていど ちいきてあてふく

※ 令 和７ 年 11 月 現在 の規定 における 令 和７ 年 ４ 月 １ 日 時点の 額 であり、 改定
れいわ ねん がつげんざい きてい れいわ ねん がつ にちじてん がく かいてい

する場合があります。
ばあい



そ の 他 期末 手当（ 任 用 期 間 ６ 月 以 上 等 ）、 勤勉 手当（ 任 用 期 間 ６ 月 以 上
た きまつてあて にんようきかん つきいじょうとう きんべんてあて にんようきかん つきいじょう

手 当 等 ）、 通勤 手当、 退職 手当（ 任 用 期 間 が６ 月 を超える 等 ） 等
て あて とう つうきんてあて たいしょくてあて にんようきかん つき こ とう とう

※いずれも 一定 条件 を満たした場合に 支給 。
いっていじょうけん み ばあい しきゅう

社会 保険 健康 保険（２ 月 超 の 任 用 期 間 が見込まれる場 合 、地方 職員 共済 組合
しゃかいほけん けんこうほけん つきちょう にんようきかん みこ ばあい ちほうしょくいんきょうさいくみあい

制度が 適用 されます。）、 厚生 年金 保険（ 一定 条件 下で１ 年 を超えて勤務
せいど てきよう こうせいねんきんほけん いっていじょうけんか ねん こ きんむ

した場 合 、地方 職員 共済 組合 制度が 適 用 され、 厚生 年金 保険は 適用
ばあい ちほうしょくいんきょうさいくみあいせいど てきよう こうせいねんきんほけん てきよう

除外 となります。）、雇用 保険（ 職員 の 退職 手当に 関 する 条例 適用 後
じょがい こようほけん しょくいん たいしょくてあて かん じょうれいてきようご

は、雇用 保険は 適用 除外 となります。）、 災害 補償 （ 勤務 場所や勤務 期間 等
こようほけん てきようじょがい さいがいほしょう きんむばしょ きんむきかんとう

に 応 じて、 労災 保険、議会の議員その他 非常勤 の 職員 の公務 災害 補償 等
おう ろうさいほけん ぎかい ぎいん たひじょうきん しょくいん こうむさいがいほしょうとう

に 関 する 条例 、地方 公務員 災害 補償 法 のいずれかにより 補償 されます。）
かん じょうれい ちほうこうむいんさいがいほしょうほう ほしょう

コンプライ 会計 年度 任用 職員 は、正規 職員 と 同 じく、コンプライアンス基本 方針 を
かいけいねんどにんようしょくいん せいきしょくいん おな きほんほうしん

アンス等 遵守 しなければならないほか、 一般職 の地方 公務員 であることから、秘密を 守
とう じゅんしゅ いっぱんしょく ちほうこうむいん ひみつ まも

る義務、 職務 に 専念 する義務、営利 企業 等 の 従事 制限 などの地方 公務員法
ぎむ しょくむ せんねん ぎむ えいりきぎょうとう じゅうじせいげん ちほうこうむいんほう

の規定が 適用 されます。
きてい てきよう

（２）パートタイム任用
にんよう

勤務場所 県 の 関係 機関（ 万代 庁舎 、東部 各局 、 各総合 県民局 など）
きんむばしょ けん かんけいきかん ばんだいちょうしゃ とうぶかっきょく かくそうごうけんみんきょく

所 定 労 原則 週 ５日
しょていろう げんそくしゅう か

働 日 数
どうにっすう

勤務時間 原則 として８時３０ 分 から１７時１５ 分 までの 間 で 定 める５時間４５ 分 （ 休憩
きんむじかん げんそく じ ぷん じ ふん あいだ さだ じかん ふん きゅうけい

時間６０ 分 ）
じかん ぷん

※ 実際 の勤務 時間は、勤務 場所によって 異 なります（ 応相談 ）。 原則 、 超過
じっさい きんむじかん きんむばしょ こと おうそうだん げんそく ちょうか

勤務なし。
きんむ

休 日 土曜日、 日曜日 、 祝日 及 び 年末 年始（１２ 月 ２９ 日 から 翌年 １ 月 ３ 日 まで）
きゅうじつ どようび にちようび しゅくじつおよ ねんまつねんし がつ にち よくねん がつ にち

休 暇 年次有 給 休 暇（任 用期間に応じて付与）、産 前 産後 休 暇、育児時
きゅう か ねんじゆうきゅうきゅうか にんようきかん おう ふ よ さんぜんさんごきゅうか いくじ じ

間 休 暇、生理 休 暇、子の看護 休 暇 等
かんきゅうか せいりきゅうか こ かんごきゅうか とう

報 酬 日額 ６，５００ 円 程 度
ほうしゅう にちがく えんていど

※ 令 和７ 年 11 月 現在 の規定 における 令 和７ 年 ４ 月 １ 日 時点の 額 であり、 改定
れいわ ねん がつげんざい きてい れいわ ねん がつ にちじてん がく かいてい

する場合があります。
ばあい

そ の 他 期末 手当（ 任 用 期 間 ６ 月 以 上 等 ）、 勤勉 手当（ 任 用 期 間 ６ 月 以 上
た きまつてあて にんようきかん つきいじょうとう きんべんてあて にんようきかん つきいじょう

給 付 等 ）、 通勤 に 係 る費用 弁償 等
きゅう ふ とう つうきん かか ひようべんしょう とう

※いずれも 一定 条件 を満たした場合に 支給 。
いっていじょうけん み ばあい しきゅう

社会 保険 健康 保険（勤務 時間、 給与 の 額 、 任用 期間が 一定 の 要件 を満たす場 合 、
しゃかいほけん けんこうほけん きんむじかん きゅうよ がく にんようきかん いってい ようけん み ばあい

地方 職員 共済 組合 制度が 適用 されます。）、 厚生 年金 保険（勤務
ちほうしょくいんきょうさいくみあいせいど てきよう こうせいねんきんほけん きんむ

時間、 給与 の 額 、 任用 期間が 一定 の 要件 を満たす場 合 、 適用 されます。）、
じかん きゅうよ がく にんようきかん いってい ようけん み ばあい てきよう

雇用 保険（勤務 時間、 任用 期間が 一定 の 要件 を満たす場 合 、 適用 されま
こようほけん きんむじかん にんようきかん いってい ようけん み ばあい てきよう

す。）、 災害 補償 （勤務 場所 等 に 応 じて、 労災 保険、議会の議員その他
さいがいほしょう きんむばしょとう おう ろうさいほけん ぎかい ぎいん た

非常勤 の 職員 の公務 災害 補償 等 に 関 する 条例 のいずれかにより 補償 さ
ひじょうきん しょくいん こうむさいがいほしょうとう かん じょうれい ほしょう

れます。）

コンプライ 会計 年度 任用 職員 は、正規 職員 と 同 じく、コンプライアンス基本 方針 を
かいけいねんどにんようしょくいん せいきしょくいん おな きほんほうしん

アンス等 遵守 しなければならないほか、 一般職 の地方 公務員 であることから、秘密を 守
とう じゅんしゅ いっぱんしょく ちほうこうむいん ひみつ まも

る義務、 職務 に 専念 する義務などの地方 公務員法 の規定が 適用 されます。
ぎむ しょくむ せんねん ぎむ ちほうこうむいんほう きてい てきよう



５ 選考 方法
せんこうほうほう

応募者に対して面接審査を 行 います。採用は、一定の基準点を満たした
おうぼしゃ たい めんせつしんさ おこな さいよう いってい きじゅんてん み

応募者を合格者とし、その者の中から、勤務希望地、仕事の内容等を勘案の上、
おうぼしゃ ごうかくしゃ もの なか きんむ きぼうち しごと ないようとう かんあん うえ

業務の必要性に応じて別途連絡し、勤務所属で面談を 行 った上で採用となり
ぎょうむ ひつようせい おう べっとれんらく きんむしょぞく めんだん おこな うえ さいよう

ます。ただし、希望する勤務地によっては、合格しても 必 ずしも採用に至らない
きぼう きんむち ごうかく かなら さいよう いた

場合があります。
ばあい

なお、面談の連絡は、合格通知後に電話（又は電子メール等）により順次 行
めんだん れんらく ごうかくつうち ご でんわ また でんし とう じゅんじおこな

います。連絡が面談実施日の数日前となる場合もありますが、ご 了承 ください。
れんらく めんだん じっしび すうじつまえ ばあい りょうしょう

６ 面接日時・場所
めんせつにちじ ばしょ

日 時 令和８年２月７日（土）
にち じ れいわ ねん がつ にち ど

※ 面接 時間については、 受験票 に記載します。
めんせつじかん じゅけんひょう きさい

場 所 徳島県職員会館
ば しょ とくしまけんしょくいんかいかん

徳島市万代 町 ３ 丁 目５－３
とくしましばんだいちよう ちよう め

７ 応募手続
おうぼてつづき

（１） 申込 方法
もうしこみほうほう

（ア）「電子申請」を 推奨 しますが、「郵便 申請」でも申込みできます。
でんししんせい すいしょう ゆうびんしんせい もうしこ

（イ） 申込 方法など具体的な手続きについては、別紙「 申込 方法 詳細 」を
もうしこみほうほう ぐたいてき てつづ べっし もうしこみほうほうしょうさい

参照 してください。
さんしょう

＜電子申請による 申 込みはこちらから＞
でん し しんせい もうし こ

徳島県電子申請サービス
とくしまけんでん し しんせい

（２）合格 発表
ごうかくはっぴょう

徳島 県庁 西側の掲示板及び徳島県ホームページに合格者の受験 番号を
とくしまけんちょうにしがわ けいじばんおよ とくしまけん ごうかくしゃ じゅけんばんごう

掲示します。
けいじ



（３）注意事項
ちゅういじこう

（ア） 申 込内容に不正があると受験が無効となる場合があります。
もうしこみないよう ふせい じゅけん むこう ばあい

（イ）応募者に係る個人 情報 については適切に管理し、本件以外には一切
おうぼしゃ かか こじんじょうほう てきせつ かんり ほんけんいがい いっさい

使用しません。応募書類は 返却 しません。当方の責任にて処分します。
しよう おうぼしょるい へんきゃく とうほう せきにん しょぶん

（ウ）面接当日は、受験 票 及び筆記用具（ボールペン等消せないもの）を
めんせつとうじつ じゅけんひょうおよ ひっ き よう ぐ とう け

必 ず持参してください。
かなら じ さん

（エ）面接 当日は、各手帳 等によって応募資格の確認を 行 いますので、
めんせつとうじつ かくてちょうとう おうぼ しかく かくにん おこな

各手帳 等の原本（コピー不可）を 必 ず持参してください。
かくてちょうとう げんぽん ふか かなら じさん

面接会場案内図
めんせつ かいじょうあん ない ず

＜ 住所 ＞
じゅうしょ

〒770－0941 徳島市 万代町 ３ 丁 目５－３ 徳島県 職員 会館
とくしましばんだいちょう ちょう め とくしまけんしょくいんかいかん

＜交通案内＞
こうつうあんない

・徳島駅より 徒歩約２３分、バス約２分（「 昭和町 三丁目」下車）
とくしまえき と ほ やく ふん やく ふん しょうわちょうさんちょうめ げしゃ

・阿波富田駅より 徒歩約１０分
あ わ とみ だ えき と ほ やく ぷん

・敷地内に 駐車場 （２０台程度）があります。
しき ち ない ちゅうしゃじょう だいてい ど



＜連絡先・送付先＞
れんらくさき そうふさき

徳島県企画総務部人事課人事担当
とくしまけんきかく そうむ ぶ じんじか じんじたんとう

〒770-8570 徳島市 万代町 １丁目１番地
とくしましばんだいちょう ちょうめ ばんち

電話（０８８）６２１－２０４２ ＦＡＸ（０８８）６２１－２８２５
でんわ ふぁくしみり

電子メール jinjika@pref.tokushima.lg.jp
でんし


